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◆
届
出
対
象

　

食
品
等
事
業
者
は
、「
食
品
衛
生
法

違
反
又
は
違
反
の
お
そ
れ
の
あ
る
食
品

等
」
や
「
ア
レ
ル
ゲ
ン
や
消
費
期
限
等

の
安
全
性
に
関
す
る
表
示
違
反
の
食

品
」
を
販
売
し
、
自
ら
当
該
食
品
等
の

回
収
を
行
っ
た
際
に
は
、
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

　

届
出
対
象
と
な
る
事
案
の
例
示
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
食
品
衛
生
法
違
反
又
は
違
反
の
お
そ

れ
の
あ
る
食
品
の
例
】

・
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
に
汚
染
さ
れ
た

生
食
用
野
菜
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ

な
ど
加
熱
せ
ず
に
喫
食
す
る
食
品

・
シ
ー
ル
不
良
等
に
よ
り
、
腐
敗
、
変

敗
し
た
食
品

・
硬
質
異
物
（
ガ
ラ
ス
片
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
等
）
が
混
入
し
た
食
品

・
一
般
細
菌
数
や
大
腸
菌
群
な
ど
の
成

分
規
格
不
適
合
の
食
品

・
添
加
物
の
使
用
基
準
に
違
反
し
た
食

品
【
食
品
表
示
法
違
反
の
食
品
の
例
（
ア

レ
ル
ゲ
ン
や
消
費
期
限
等
の
安
全
性
に

関
す
る
表
示
違
反
※
１
）】

（
例
）

・
小
麦
粉
を
使
用
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
小
麦
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
表
示

が
欠
落
し
た
食
品

・
消
費
期
限
に
つ
い
て
、
本
来
表
示
す

べ
き
期
限
よ
り
長
い
期
限
を
表
示
し

た
食
品

・
保
存
温
度
に
つ
い
て
、
本
来
表
示
す

る
温
度
よ
り
も
高
い
温
度
を
表
示
し

た
食
品

・
ア
ス
パ
ル
テ
ー
ム
を
使
用
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
L
‒フ
ェ
ニ
ル

ア
ラ
ニ
ン
化
合
物
を
含
む
旨
」
の
表

示
が
欠
落
し
た
食
品

※
１
「
食
品
表
示
法
第
６
条
第
８
項
に

規
定
す
る
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期
限
、

食
品
を
安
全
に
摂
取
す
る
た
め
に
加
熱

を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
の
食

品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
項
等
を
定
め
る
内
閣

府
令
」
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
食
品

表
示
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い

な
い
場
合
が
届
出
対
象
で
す
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
事
例
の
場
合
は

自
主
回
収
届
出
制
度
の
届
出
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

【
食
品
衛
生
法
の
届
出
対
象
外
】

⑴
食
品
衛
生
法
第
59
条
第
１
項
又
は
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て

回
収
を
す
る
と
き

⑵
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

・
当
該
食
品
等
が
不
特
定
か
つ
多
数
の

者
に
対
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
で
な

く
、
容
易
に
回
収
で
き
る
こ
と
が
明

ら
か
な
場
合

（
具
体
例
１
）
地
域
の
催
事
で
販
売
さ

れ
た
焼
き
そ
ば
に
つ
い
て
、
催
事
内

の
告
知
等
で
容
易
に
回
収
が
可
能

な
場
合

（
具
体
例
２
）
部
外
者
が
利
用
し
な
い

企
業
内
の
売
店
で
販
売
さ
れ
た
弁

当
で
あ
っ
て
、
館
内
放
送
等
で
容
易

に
回
収
が
可
能
な
場
合

（
具
体
例
３
）
通
信
販
売
に
よ
り
会
員

の
み
に
限
定
販
売
さ
れ
て
い
る
食

品
で
あ
っ
て
、
顧
客
に
対
し
て
個
別

に
連
絡
す
る
こ
と
で
容
易
に
回
収

が
可
能
な
場
合

・
当
該
食
品
等
を
消
費
者
が
飲
食
の
用

に
供
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

【
食
品
表
示
法
の
届
出
対
象
外
】

⑴
食
品
表
示
法
第
６
条
第
８
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
を
受
け
て
回
収
す
る
と

申
請
等
シ
ス
テ
ム
」
を
使
用
し
ま
す
。

　

食
品
衛
生
申
請
等
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ

イ
ン
後
、「
リ
コ
ー
ル
情
報
の
届
出
」

ボ
タ
ン
を
押
し
、画
面
の
内
容
に
従
い
、

商
品
の
情
報
、
回
収
の
理
由
等
の
自
主

回
収
情
報
の
入
力
を
行
い
ま
す
。

　

届
け
出
ら
れ
た
自
主
回
収
情
報
は
、

保
健
所
等
が
健
康
被
害
発
生
を
考
慮
し

た
ク
ラ
ス
分
類
を
行
い
、国
へ
報
告
し
、

食
品
衛
生
申
請
等
シ
ス
テ
ム
上
で
一
元

的
に
管
理
、公
表
が
行
わ
れ
ま
す
。（
図

１
参
照
）

（
食
品
衛
生
申
請
等
シ
ス
テ
ムURL

）

https://ifas.m
hlw.go.jp/faspte/

page/login.jsp

　

回
収
さ
れ
て
い
る
食
品
等
の
情
報
は

食
品
衛
生
申
請
等
シ
ス
テ
ム
の
中
の
食

品
リ
コ
ー
ル
「
公
開
回
収
事
案
検
索
」

か
ら
検
索
が
で
き
ま
す
。（
図
２
参
照
）

◆
ク
ラ
ス
分
類
と
は
？

　

届
出
さ
れ
た
自
主
回
収
情
報
は
健
康

被
害
発
生
の
可
能
性
を
考
慮
し
、
ク
ラ

ス
分
類
が
な
さ
れ
ま
す
。
食
品
衛
生
法

で
は
３
つ
の
分
類
、
食
品
表
示
法
で
は

２
つ
の
分
類
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
食
品
衛
生
法
に
お
け
る
ク
ラ
ス
分
類
】

C
l
a
s
s
Ⅰ
：
喫
食
に
よ
り
重

篤
な
健
康
被
害
又
は
死
亡
の
原
因
と

な
り
得
る
可
能
性
が
高
い
場
合
（
主

に
食
品
衛
生
法
第
6
条
に
違
反
す
る

食
品
等
）

C
l
a
s
s
Ⅱ
：
喫
食
に
よ
り
重

篤
な
健
康
被
害
又
は
死
亡
の
原
因
と

な
り
得
る
可
能
性
が
低
い
場
合

C
l
a
s
s
Ⅲ
：
喫
食
に
よ
り
健

康
被
害
の
可
能
性
が
、
ほ
と
ん
ど
無

い
場
合

食
品
等
の
自
主
回
収
届
出
制
度
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た  

令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら

【
食
品
表
示
法
に
お
け
る
ク
ラ
ス
分
類
】

C
l
a
s
s
Ⅰ
：
喫
食
に
よ
り
直

ち
に
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対

す
る
危
害
の
発
生
の
可
能
性
が
高
い

も
の

C
l
a
s
s
Ⅱ
：
喫
食
に
よ
り
消

費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危

害
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
C
l
a
s
s
Ⅰ
に
分
類
さ

れ
な
い
も
の

◆
東
京
都
食
品
安
全
条
例
に
基
づ
く
食

品
の
自
主
回
収
報
告
制
度
に
つ
い
て

　

東
京
都
で
は
東
京
都
食
品
安
全
条
例

に
基
づ
く
自
主
回
収
報
告
制
度
を
平
成

16
年
か
ら
施
行
し
、
食
品
に
よ
る
健
康

へ
の
悪
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
都
民
へ
自
主
回
収
情
報
を
正
確
か

つ
迅
速
に
提
供
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら

法
律
に
基
づ
く
自
主
回
収
届
出
制
度
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
食
品
安
全

条
例
に
基
づ
く
自
主
回
収
報
告
制
度
を

廃
止
し
、
国
の
制
度
に
一
本
化
し
ま
し

た
。
今
後
は
、国
の
届
出
制
度
に
よ
り
、

自
主
回
収
情
報
の
届
出
、
確
認
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

法
改
正
に
よ
り
、
食
品
等
の
自
主
回

収
を
行
っ
た
場
合
は
、
国
の
「
食
品
衛

生
申
請
等
シ
ス
テ
ム
」を
原
則
利
用
し
、

届
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

届
出
に
あ
た
り
何
か
ご
不
明
な
点
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ま
ず
は
最
寄
り
の

保
健
所
等
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

平
成
30
年
に
食
品
衛
生
法
及
び
食
品
表
示
法
が
改
正
さ
れ
、
食
品
に
よ
る
健
康

被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
食
品
等
に
関
わ
る
事
業
者
が
食
品
等
の
自
主
回

収
（
リ
コ
ー
ル
）
を
行
っ
た
場
合
、
自
主
回
収
情
報
を
行
政
に
届
け
出
る
こ
と
が

令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

商
品
名
や
回
収
理
由
の
ほ
か
、
想
定
さ
れ
る
健
康
被
害
等
の
情
報
が
厚
生
労
働

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
さ
れ
ま
す
。

き
⑵
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る

危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

・
食
品
表
示
法
第
10
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
食
品
の
販
売
の
相
手
方

（
消
費
者
を
含
む
。）
が
特
定
さ
れ
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
食
品
の

販
売
を
し
た
食
品
関
連
事
業
者
等
が

当
該
販
売
の
相
手
方
に
直
ち
に
連
絡

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
食
品
が
摂

取
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
摂
取
さ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
と
き

（
具
体
例
１
）
地
域
の
食
品
製
造
事
業

者
が
、
同
一
地
区
の
個
人
経
営
の
小

売
店
に
消
費
期
限
を
付
し
て
い
な

い
食
品
を
販
売
し
た
が
、
当
該
製
造

事
業
者
か
ら
当
該
小
売
店
に
連
絡

を
行
い
、
当
該
小
売
店
が
消
費
者
へ

の
販
売
前
に
販
売
を
取
り
や
め
た

場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
小
売

店
の
職
員
の
摂
取
に
つ
い
て
も
想

定
さ
れ
な
い
と
き

（
具
体
例
２
）
地
域
の
個
人
経
営
の
小

売
店
が
連
絡
先
を
知
っ
て
い
る
消

費
者
に
消
費
期
限
を
付
し
て
い
な

い
食
品
を
販
売
し
た
が
、
直
ち
に
当

該
消
費
者
に
連
絡
し
、
当
該
消
費
者

が
当
該
食
品
を
返
品
す
る
な
ど
し

て
摂
取
が
想
定
さ
れ
な
い
と
き

◆
届
出
及
び
検
索
方
法

　

届
出
の
際
は
、
原
則
、「
食
品
衛
生

最寄りの
保健所等

事業者

厚生労働省
消費者庁

消費者
（都民）

図 1　届出の流れ

流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、もしく
はアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を
探知し、自主回収に着手

・食品衛生申請等システムに入力し、届出を行います。
・ご不明な点は保健所等にご相談ください。
　（都内相談先）各保健所、市場衛生検査所、
    芝浦食肉衛生検査所、健康安全研究センター

健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。

リコール情報の一元管理

報告

公表

届出

食品衛生申請等システムから、自主回収される食品
等について、商品名、回収理由、想定される健康被
害等の情報が確認できます。

↓

↓

↓

図 2　リコール情報検索

消費者庁リーフレットを加工し
て作成
https://www.caa.go.jp/policies/
policy/food_labeling/food_
labeling_act/amendment_001/
a s s e t s / f o o d _ l a b e l i n g _
cms204_210513_01.pdf
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の
自
主
管
理
確
立
の
た
め
に
重
要
な
実

施
事
項
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き

検
便
実
施
の
周
知
徹
底
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

⑶
整
理
・
整
頓
・
清
掃
の
確
認

　
「
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
の
基
準
」

に
よ
り
、
施
設
や
そ
の
周
辺
を
定
期
的

に
清
掃
し
、
施
設
の
稼
働
中
は
食
品
衛

生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
よ
う

清
潔
に
保
つ
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
施
設
を
清
潔
に
保
つ
に
は
整
理
・

整
頓
・
清
掃
（
３
Ｓ
）
が
欠
か
せ
ず
、

食
中
毒
予
防
や
異
物
混
入
防
止
の
観
点

か
ら
も
重
要
な
事
項
で
す
。

　

ま
た
、
整
理
・
整
頓
・
清
掃
を
実
践

し
て
い
る
清
潔
な
施
設
は
、
消
費
者
が

施
設
を
選
択
す
る
際
の
大
き
な
要
因
と

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
巡
回
指
導
の

際
の
項
目
と
し
て
こ
れ
ら
の
指
導
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

⑷
「
食
品
衛
生
管
理
フ
ァ
イ
ル
」
の
活

用
促
進

　

食
品
衛
生
法
で
は
、
食
品
等
事
業
者

の
責
務
と
し
て
「
製
造
、
販
売
な
ど
の

食
品
及
び
そ
の
原
材
料
な
ど
の
情
報
に

関
す
る
記
録
の
作
成
と
保
存
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
衛
生
状
態
を
日
々
記
録
す
る
こ
と

が
重
要
事
項
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
６
月
の
食
品
衛
生
法
改
正

に
伴
い
、
従
来
の
食
品
衛
生
自
主
管
理

◉
自
治
指
導
員
活
動
の
重
点
項
目

　

自
治
指
導
員
（
以
下
、「
指
導
員
」

と
い
う
。）
に
よ
る
巡
回
指
導
活
動
は
、

自
主
管
理
体
制
の
確
立
に
大
き
な
成
果

を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
も
閉
幕
し
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
も
進
展
す
る
な
ど
、
今
後
、
飲
食
店

は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
対
策
に
取
り
組

み
な
が
ら
、
日
常
の
営
業
を
取
り
戻
し

て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

食
品
衛
生
の
確
保
向
上
が
益
々
重
要
と

な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
指
導
員
の
皆
様

に
は
積
極
的
な
活
動
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

⑴
「
食
品
衛
生
責
任
者
お
知
ら
せ
版
」

の
配
付

　

食
品
衛
生
の
最
新
情
報
の
提
供
及
び

知
識
の
向
上
に
役
立
て
る
た
め
「
食
品

衛
生
責
任
者
お
知
ら
せ
版
」
を
年
四
回

（
６
月
・
９
月
・
１
２
月
・
３
月
）
発

行
し
て
お
り
、
担
当
施
設
分
を
各
指
導

員
に
直
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
到
着
後

速
や
か
に
配
付
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

⑵
検
便
（
腸
内
病
原
微
生
物
検
査
）
の

実
施

　

個
人
の
衛
生
管
理
の
基
本
と
な
る
検

便
は
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
「
公
衆

衛
生
上
必
要
な
措
置
の
基
準
」
等
に
お

い
て
、
食
中
毒
発
生
防
止
と
食
品
衛
生

点
検
表
を
改
訂
し
、（
公
社
）
日
本
食

品
衛
生
協
会
が
作
成
し
た
『
小
規
模
な

飲
食
店
事
業
者
向
け
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
の
手

引
書
」』
を
参
考
に
し
た
『
食
品
衛
生

管
理
フ
ァ
イ
ル（
以
下「
衛
生
管
理
フ
ァ

イ
ル
」）
と
い
う
。）」』
を
作
成
し
全
会

員
へ
配
付
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
食
品
衛
生
法
改
正
が
令
和
３
年

６
月
１
日
か
ら
完
全
実
施
と
な
り
、
改

め
て
衛
生
管
理
フ
ァ
イ
ル
の
活
用
促
進

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
各
地
域
食
協

が
主
催
す
る
食
品
衛
生
実
務
講
習
会
に

参
加
い
た
だ
き
、
同
フ
ァ
イ
ル
に
あ
る

衛
生
管
理
計
画
の
作
成
及
び
記
録
表
の

使
用
方
法
等
を
講
習
内
容
に
盛
り
込

み
、
全
て
の
会
員
が
衛
生
管
理
フ
ァ
イ

ル
を
理
解
し
活
用
で
き
る
よ
う
実
施
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
巡
回
指
導
時
に

会
員
へ
の
周
知
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｙ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
会
員
限

定
）
で
は
、「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方

を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
と
は
」・「
一

般
衛
生
管
理
項
目
に
つ
い
て
」・「
重
要

管
理
項
目
及
び
記
録
表
」
の
動
画
を
掲

載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
合
わ
せ
て
周

知
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑸
食
品
事
故
の
賠
償
対
策

　

食
中
毒
事
故
を
は
じ
め
、
異
物
混
入

な
ど
製
品
の
欠
陥
で
被
害
を
受
け
た
消

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

協
会
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

自
治
指
導
員
活
動
の
推
進
を

お
願
い
し
ま
す

東京都食中毒発生状況　　　　速報

令和３年８月 31日現在

②原因施設別発生件数①病因物質別発生件数

期間 1/1 ～ 8/31

原因施設 件数 患者数

飲食店
営　業

一般 32 119

仕出し 1 21

集団給食（要許可） 2 149

集団給食（届　出） 1 72

魚介類販売業 3 3

菓子製造業 1 6

家庭 3 3

不明 1 1

合計 44 374

期間 1/1 ～ 8/31

病因物質 件数 患者数

ウイルス ノロウイルス 5 46

細菌

カンピロバクター 9 28

黄色ブドウ球菌 1 21

ウエルシュ菌 4 250

セレウス菌 1 2

腸管出血性大腸菌 1 3

寄生虫 アニサキス 21 21

化学物質 次亜塩素酸ナトリウム 2 3

合計 44 374

費
者
を
広
く
救
済
す
る
と
と
も
に
、
食

品
事
故
の
賠
償
対
策
と
し
て
、
当
協
会

で
は
総
合
食
品
賠
償
共
済
（
あ
ん
し
ん

フ
ー
ド
君
）
を
積
極
的
に
推
進
し
て
お

り
ま
す
。

⑹
現
場
簡
易
検
査
の
推
進

　

現
場
簡
易
検
査
に
つ
い
て
は
、
保
健

所
の
協
力
の
下
、
衛
生
状
況
を
確
認
す

る
た
め
の
検
査
キ
ッ
ト
を
配
付
し
、
各

指
導
員
が
巡
回
指
導
の
際
に
活
用
し
て

い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
検
査
結
果
を
踏
ま
え
た
衛

生
管
理
の
取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

◉
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
取
り
組
み
を
支
援

　

協
会
で
は
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ
る
衛

生
管
理
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、「
Ｈ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
制
度
化
に
つ
い
て
」
の
サ

イ
ト
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

【
サ
イ
ト
の
概
要
】

・
厚
生
労
働
省
：
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
と
は
、

食
品
等
事
業
者
団
体
が
作
成
し
た
業
種

別
手
引
書
等

・
東
京
都
：
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て

・
日
食
協
：
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
と
は
、
食
品

製
造
事
業
者
向
け
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え

方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
研
修
会
等

・
東
食
協
：
食
品
衛
生
管
理
フ
ァ
イ
ル

の
作
成
、
食
品
衛
生
講
習
会
（
地
域
食

協
の
開
催
日
程
）、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ　

Ｑ

＆
Ａ
等

　

サ
イ
ト
で
は
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
関
係
の

最
新
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
厚
生
労

働
省
、
東
京
都
、（
公
社
）
日
食
協
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
リ
ン
ク
を
貼
っ
て
い

ま
す
。

　

東
食
協
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
衛
生
管

年４回発行される食品衛生責任者「お知らせ版」

協会会員に配付される「食品衛生管理ファイル」

HACCPの情報が得られる協会ホームページ

　

協
会
で
は
、
東
京
都
の
委
託
事
業

に
よ
り
各
種
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
毎

年
作
成
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
本
年

度
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
つ

い
て
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
各
事
業
で
の
御
活
用
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

自
治
指
導
員
講
習
会
の

　

テ
キ
ス
ト
に

◎
知
っ
得
情
報
〜
微
生
物
に
よ
る
食

中
毒
〜

　

最
近
３
年
間
の
食
中
毒
発
生
状
況

を
わ
か
り
や
す
い
表
や
グ
ラ
フ
で
示

し
、
主
な
原
因
物
質
に
つ
い
て
は
特

徴
や
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
を
詳
し
く
解

説
し
て
い
ま
す
。

　

消
費
者
懇
談
会
・
街
頭

　

相
談
用
に

◎
顕
微
鏡
写
真
で
見
る
微
生
物
に
よ

る
食
中
毒

　

食
中
毒
を
起
こ
す
微
生
物
の
顕
微

鏡
写
真
を
掲
載
し
、
微
生
物
ご
と
に

主
な
原
因
食
品
、
症
状
、
潜
伏
期
間
、

予
防
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
簡
潔
に
説
明

し
て
い
ま
す
。

◎
あ
な
た
の
食
事
作
り
を
チ
ェ
ッ

ク
！　

し
て
み
ま
し
ょ
う

　

家
庭
に
お
け
る
食
中
毒
予
防
の
ポ

イ
ン
ト
を
、食
品
の
購
入
か
ら
、残
っ

た
食
品
の
取
扱
い
に
い
た
る
ま
で
、

イ
ラ
ス
ト
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
わ

か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

◎
〜
家
族
の
健
康
を
脅
か
す
〜
食
中

毒
予
防
ガ
イ
ド　

　

大
事
な
家
族
を
恐
ろ
し
い
食
中
毒

か
ら
守
る
た
め
に
、
ど
ん
な
と
こ
ろ

に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い

か
、
ど
ん
な
対
策
が
必
要
か
ち
ょ
っ

と
詳
し
く
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

各
種
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
各
総
合
事

務
所
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

理
フ
ァ
イ
ル
の
使
用
方
法
を
解
説
す
る

た
め
の
食
品
衛
生
実
務
講
習
会
」
の
日

程
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
皆
様

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
等
を
Ｑ
＆
Ａ
式

に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
前
述
の
と
お
り
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
開
設
し
、
食
品
衛

生
の
動
画
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で

ご
活
用
下
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
動
画
は
会
員
限
定
の
た

め
、
パ
ス
ワ
ー
ド
（
０
７
１
５
）
の
入

力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

指
導
員
が
巡
回
指
導
時
に
活
用
で
き

る
よ
う
内
容
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す

の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

東
食
協
Ｈ
Ｐ　

衛
生
教
育
事
業　

「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
制
度
化
」
ま
た

はhttps://www.toshoku.or.jp/
haccp/index.html

食
品
衛
生
の
確
保
向
上
に

る
食
中
毒

中
毒
〜

ク
！　

し
て
み
ま
し
ょ
う

毒
予
防
ガ
イ
ド　

HACCPの制度化について


